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第４回定例会予算決算委員会（全体会）会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和６年１２月１７日（火曜日）

午前１０時開会、午前１０時１７分閉会

場 所 第１委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日 程

１ 開会

２ 委員長あいさつ

３ 審査内容

議案第８６号令和６年度土浦市一般会計補正予算（第５回）について

４ 閉会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（１９名）

委員長 平石勝司

副委員長 矢口勝雄

委 員 古沢 喜幸

委 員 吉田 千鶴子

委 員 海老 原一郎

委 員 小坂 博

委 員 今野 貴子

委 員 島岡 宏明

委 員 勝田 達也

委 員 目黒 英一

委 員 奥谷 崇

委 員 福田 勝夫

委 員 平岡 房子

委 員 根本 法子

委 員 田中 義法

委 員 滝田 賢治

委 員 吉田 直起

委 員 菅井 歩美

委 員 栁澤 健二

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（５名）

委 員 竹内 裕

委 員 寺内 充
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委 員 篠塚 昌毅

委 員 鈴木 一彦

委 員 下村 壽郎

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席

次 長 元川 宏

次長補佐 小野 聡

主 査 津久井 麻美子

主 幹 高橋 陽平

主 事 古宮 英剛

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（０名）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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○平石委員長 ただ今から、予算決算委員会を開催いたします。本日は補正予算の審査

を行います。審査の流れですが、歳入と各分科会の報告を行い、報告に対する質疑をし

た上で予算決算委員会としての採決を行います。その後、報告書をまとめてまいります

ので、よろしくお願いいたします。では、サイドブックス、予算決算委員会、令和６年、

１２月１７日開催のご準備をお願いします。それでは、協議事項の審査に入ります。議

案第８６号令和６年度土浦市一般会計補正予算（第５回）の歳入から順に審査の経過と

結果について報告を行います。サイドブックスの予算決算委員長報告書（議案第８６号

歳入）をご覧ください。では報告いたします。御報告申し上げます。議案第８６号の内、

付託されました歳入の審査における主な内容を申し上げます。第１６款国庫支出金、第

１項国庫負担金は、制度改正に伴う児童手当負担金の増などであります。第２項国庫補

助金は、小学校の口腔衛生推進事業に係る補助金の増であります。第４項国庫交付金は、

過年度事業の精算に伴う、子育てのための施設等利用給付交付金の増などであります。

第１７款県支出金、第１項県負担金は、制度改正に伴う、児童手当負担金の減でありま

す。第２項県補助金は、小学校の口腔衛生推進事業に係る補助金を国庫補助に切り替え

たことに伴う県補助金の減であります。第４項県交付金は、病児保育の事業費の増に伴

う、子ども・子育て支援交付金の増であります。第１９款寄附金は、ふるさと土浦応援

寄附金及び消防費寄附金の増であります。第２０款繰入金は、財源調整のための財政調

整基金繰入金の減などであります。第２２款諸収入は、花火大会の中止に伴う行事人件

費繰入金の減であります。全ての審査が終了したことから、賛否を確認したところ、全

員原案に賛成でありました。以上で報告を終わります。次に、サイドブックス総務市民

分科会長報告書（議案第８６号歳出）をお開きください。それでは総務市民分科会長よ

りご報告を願います。

○奥谷総務市民分科会長 御報告申し上げます。議案第８６号のうち、付託されました、

総務市民分科会所管分の審査において、議論された主な内容を申し上げます。第２款総

務費は、企業版ふるさと納税を活用した、本市へ移住したプロロードレーサー出演のサ

イクリングイベント開催に係る委託料の増のほか、本庁舎と外部施設を結ぶネットワー

ク回線の高度なセキュリティ確保のための切替実施による通信運搬費の増などでありま

す。第８款消防費は、寄附金を活用した、救命講習会用ＡＥＤトレーナー購入に伴う備

品購入費の増などであります。以上の内容のほか、各款において、本年度の人事異動に

伴う人件費の過不足について補正するものであります。第３表債務負担行為補正は、市

指定ごみ袋受注等委託料の債務負担行為を設定するものなどであります。全ての審査が

終了したことから、当分科会に付託されました議案第８６号の歳出に対して、賛否を確

認したところ、全員原案に賛成でありました。以上で報告を終わります。

○平石委員長 次に、サイドブックス、文教厚生分科会長報告書（議案第８６号歳出）

をお開きください。それでは文教厚生分科会長よりご報告願います。

○矢口文教厚生分科会長御報告申し上げます。議案第８６号の内、付託されました文教

厚生分科会所管分において、審査された主な内容を申し上げます。第３款民生費は、児

童扶養手当の支給月額の引き上げや制度改正に伴う扶助費の増のほか、私立保育園運営
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事業や私立認定こども園運営事業の交付金超過交付に係る返還金の増、生活保護受給世

帯の増加に伴う扶助費の増などであります。第４款衛生費は、新型コロナワクチン接種

後の副反応により、健康被害が生じた３名に対する救済給付金の増であります。第９款

教育費は、ふるさと土浦応援寄附金により、下高津小学校ほか３校へ、滑り台などの遊

具を設置するための工事請負費の増などであります。上記の内容のほか、各款において、

本年度の人事異動等に伴う人件費の過不足について補正するものであります。第２表繰

越明許費は、上高津貝塚長寿命化改良事業について、次年度へ繰り越すものであります。

第３表債務負担行為補正は、土浦市老人福祉センター「つわぶき」指定管理料、中学校

指導者用教科書・指導書購入事業について、期間、限度額を設定するものであります。

全ての審査が終了したことから、当文教厚生分科会に付託されました議案に対して、賛

否を確認したところ、全員原案に賛成でありました。なお、上高津貝塚長寿命化改良事

業につきましては、再度、翌年度への繰越しとならないよう、事業の進捗管理に努める

こと、との意見がございましたことを申し添えます。以上で報告を終わります。

○平石委員長 次に、サイドブックス、産業建設分科会長報告書（議案第８６号歳出）

をお開きください。それでは産業建設分科会副会長よりご報告願います。

○今野産業建設分科会副会長 ご報告申し上げます。議案第８６号のうち、産業建設分

科会に付託されました所管分において審査された主な内容を申し上げます。第６款商工

費第１項商工費第２目商工業振興費は、産業文化事業団が指定管理を行う勤労者総合福

祉センター職員配置体制の変更に伴う人件費及び光熱水費の増による指定管理料の増で

あります。また、第５目観光費は、産業文化事業団本部職員配置体制の変更に伴う給料

の減額等による人件費及び補助金の減であります。第７款土木費は、産業文化事業団が

指定管理を行う霞ケ浦総合公園テニスコートの職員配置体制の変更に伴う人件費の増に

よる指定管理料の増であります。以上の内容のほか、各款において、本年度の人事異動

等に伴う人件費の過不足について補正するものであります。第３表債務負担行為補正は、

ＪＲ常磐線の荒川沖駅より南側に位置している本郷道踏切において、歩道設置工事を行

うために、ＪＲ水戸支社と協定を締結するにあたり、債務負担行為の設定をするもので

あります。全ての審査が終了したことから、当分科会に付託された議案第８６号の歳出

に対して、賛否を確認したところ、賛成多数で原案に賛成でありました。以上で報告を

終わります。

○平石委員長 各分科会長報告への質疑やご意見はございますか。

（「なし」の声あり）

○平石委員長 質疑も無いようなのでここで採決いたします。議案第８６号は、原案ど

おり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○平石委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第８６号は全会一致にて原案どお

り決しました。ここで委員長報告に盛り込むべき事項がありましたらご意見をお願いし

ます。

（「なし」の声あり）
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○平石委員長 ここで委員長報告書をまとめてまいります。サイドブックスの下部、更

新を押していただきますようお願いいたします。では、議案第８６号令和６年度土浦市

一般会計補正予算（第５回）の委員長報告書の取りまとめを行います。サイドブックス、

予算決算委員長報告書（議案８６号）をお開きください。では朗読させていただきます。

御報告申し上げます。本定例会において、当予算決算委員会に付託されました、議案第

８６号令和６年度土浦市一般会計補正予算（第５回）につきまして、執行部から詳細な

説明を求め、慎重に審査いたしました。以下、その審査の経過と結果についてご報告申

し上げます。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億２，９３７万８，０００円を追加し、

総額を６０６億４，９３８万３，０００円とするものであります。当初予算に見込めな

い事業費を補正計上するものであります。まず、歳入の主な内容について申し上げます。

第１６款国庫支出金、第１項国庫負担金は、制度改正に伴う児童手当負担金の増などで

あります。第２項国庫補助金は、小学校の口腔衛生推進事業に係る補助金の増でありま

す。第４項国庫交付金は、過年度事業の精算に伴う、子育てのための施設等利用給付交

付金の増などであります。第１７款県支出金、第１項県負担金は、制度改正に伴う、児

童手当負担金の減であります。第２項県補助金は、小学校の口腔衛生推進事業に係る補

助金を国庫補助に切り替えたことに伴う県補助金の減であります。第４項県交付金は、

病児保育の事業費の増に伴う、子ども・子育て支援交付金の増であります。第１９款寄

附金は、ふるさと土浦応援寄附金及び消防費寄附金の増であります。第２０款繰入金は、

財源調整のための財政調整基金繰入金の減などであります。第２２款諸収入は、花火大

会の中止に伴う行事人件費繰入金の減であります。続いて歳出の主な内容について申し

上げます。第２款総務費は、企業版ふるさと納税を活用した、本市へ移住したプロロー

ドレーサー出演のサイクリングイベント開催に係る委託料の増のほか、本庁舎と外部施

設を結ぶネットワーク回線の高度なセキュリティ確保のための切替実施による通信運搬

費の増などであります。第３款民生費は、児童扶養手当の支給月額の引き上げや制度改

正に伴う扶助費の増のほか、私立保育園運営事業や私立認定こども園運営事業の交付金

超過交付に係る返還金の増、生活保護受給世帯の増加に伴う扶助費の増などであります。

第４款衛生費は、新型コロナワクチン接種後の副反応により、健康被害が生じた３名に

対する救済給付金の増であります。第６款商工費、第１項商工費、第２目商工業振興費

は、産業文化事業団が指定管理を行う勤労者総合福祉センター職員配置体制の変更に伴

う人件費及び光熱水費の増による指定管理料の増であります。また、第５目観光費は、

産業文化事業団本部職員配置体制の変更に伴う給料の減額等による人件費及び補助金の

減であります。第７款土木費は、産業文化事業団が指定管理を行う霞ケ浦総合公園テニ

スコートの職員配置体制の変更に伴う人件費の増による指定管理料の増であります。第

８款消防費は、寄附金を活用した、救命講習会用ＡＥＤトレーナー購入に伴う備品購入

費の増などであります。第９款教育費は、ふるさと土浦応援寄附金により、下高津小学

校ほか３校へ、滑り台などの遊具を設置するための工事請負費の増などであります。以

上の内容のほか、各款において、本年度の人事異動に伴う人件費の過不足について補正

するものであります。第２表繰越明許費は、上高津貝塚長寿命化改良事業について、次
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年度へ繰り越すものであります。第３表債務負担行為補正は、土浦市老人福祉センター

「つわぶき」指定管理料、中学校指導者用教科書・指導書購入事業について、期間、限度

額を設定するもののほか、市指定ごみ袋受注等委託料の債務負担行為を設定するものや、

ＪＲ常磐線の荒川沖駅より南側に位置している本郷道踏切において、歩道設置工事を行

うために、ＪＲ水戸支社と協定を締結するにあたり、債務負担行為の設定をするものな

どであります。以上のことから、採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと

決しました。なお、上高津貝塚長寿命化改良事業につきましては、再度、翌年度への繰

越しとならないよう、事業の進捗管理に努めることとの意見がございましたことを申し

添えます。以上で報告を終わります。以上となります。報告書の内容はこちらでよろし

いでしょうか。委員長報告に対する質疑はできません。質疑がある場合は、この場で

お願いします。

（「なし」の声あり）

○平石委員長 それではこの内容で報告させていただきます。なお、字句その他の整理

を要するものにつきましては、その整理を予算決算委員長に委任されたいと存じますが、

ご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○平石委員長 ありがとうございます。それでは以上で予算決算委員会を閉会いたしま

す。お疲れさまでした。


